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消費者庁新未来創造戦略本部
令和５年８月21日



はじめに
－新未来創造戦略本部とは－



モデルプロジェクト

主な研究：
・新型コロナ感染拡大に関連する消費行動研究
・認知症等高齢者の消費行動特性や消費者トラブ
ルに関する調査研究
・デジタル社会における消費者法制の国際比較法研
究（国際共同研究）

主なプロジェクト：
・SNSを活用した消費生活相談の実証
・高齢者等の見守りネットワークの取組モデル構築
・公益通報窓口の設置・運営支援

センター長

国際消費者政策研究
徳島県等の実証フィールドを活用して、先駆的な取組の
試行や施策効果の検証等を実施。

デジタル化や高齢化等の社会情勢の変化による新しい
課題等に関する消費者政策研究を実施。

消費者庁長官（本部長）東 京

新未来創造戦略本部
（徳島県）

働き方改革

非常時バックアップ

プロジェクトや研究の成果は国際シンポジウム等により世界に発信

関係
課室等 本部次長（審議官）

国際消費者政策研究
センター

実証グループ
国際消費者政策研究

グループ

（本部総括室）
設置日
令和２年７月３０日

設置場所
徳島県庁舎

消費者庁 新未来創造戦略本部の組織と取組
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本日の内容
「地方公共団体における運用について」

①公益通報窓口（内部・外部）の機能

②公益通報窓口の設置・運用について

③地方公共団体等における取組事例
◆徳島県内の地方公共団体における取組事例
◆受付票の例
◆周知・広報の事例



①公益通報窓口（内部・外部）の機能
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内部規程に基づく適切な通報対応の確保

従業員が安心して通報できる環境

自浄作用による違法行為の是正
機会の拡充

違法行為への抑止力として機能

内部通報制度を導入した効果
（複数回答、単位％）

不正発見の経緯
（複数回答、単位％）

不正は通常の問題発見ルートでは発覚し難い。
内部通報制度は、リスクの早期把握や自浄作用の向上に寄与。

内部通報制度の効果

出典：「平成28年度 民間事業者における内部通報制度の実態調査」（消費者庁）
「平成28年度 労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」（消費者庁）

不正発見の端緒の第１位は、内部通報。
第２位の内部監査の約1.5倍に上る

内部通報制度導入の効果として、違法行為の抑
止や自浄作用の向上を挙げる事業者が多い。
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事例
内部通報に係る事例 外部通報に係る事例

７

●パワハラ行為→通報→関係者処分

実は・・・
・訓練と称するパワハラ行為(暴行)が、
約10年前から発生
・以前、組織内で告発があるも、人物特定さ
れ、嫌がらせの標的に。
・組織の長
「耳に入り指導していたが改善できなかった」

●外部通報を受け付けた「権限を有する行政
機関」が、通報者の氏名を、
通報者の同意なく、
通報者の勤務先へ漏らしてしまった
↓
・通報者は、勤務先に対し、
解雇無効を求めるとともに、
・通報者は、外部通報を受け付けた
行政機関に対し、損害賠償を請求

・不適切な状態の継続
・組織への信頼性の低下

・通報者特定
・解雇・懲戒

・民事訴訟
・国家賠償訴訟

✔秘密保持及び個人情報保護の徹底（ガイドライン（外部）２（４））
✔形だけの通報窓口ではなく、実効性のある通報対応を



②公益通報窓口の設置・運用について



(参考) 通報・相談窓口の設置・運用の流れ

１．通報・相談担当課の決定

４．職員への周知・広報

３．通報受付体制の整備

２．内部規程の制定

通報の道筋を明らかにすること、情報の守秘を徹底することが重要
９

５．住民・事業者・労働者への周知・広報



③地方公共団体等における取組事例
◆徳島県内の地方公共団体における取組事例



徳島県の取組 概要

① 共通窓口の整備

② 市町村向け公益通報担当者研修会の実施

③ 県職員向け e-ラーニングの実施

④ 県内事業者における内部通報窓口の設置促進
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徳島県内の地方公共団体における取組事例

徳島市の取組 概要

① 通報先一覧表の作成

② 受付後のフローチャートの作成



① 公益通報に関する共通窓口の整備

・小規模な市町村においては、市町村窓口よりも他の窓口への通報を希望する住民が
いることから、「別の受け皿」が必要
・「別の受け皿」の効率的かつ効果的な設置方法として、県の共通窓口を検討

整備の目的

12出典：「地方公共団体における公益通報者保護制度に関する説明会（令和４年３月29日）」徳島県作成資料（一部改）

徳島県の取組（地方公共団体向け）

・県と各市町村が事務協定を締結し、情報の取扱について規定
・消費者情報センター内に共通窓口を設置（H30）
・センターに配属されている県の外部通報・相談窓口の担当者（県職員）が
共通窓口業務も兼務

整備の概要

・市町村の窓口、県の共通窓口が併存することで、通報者に対し、
安心して通報できる窓口の複数の選択肢を付与
・県として、公益通報等に係る県全域における窓口機能を強化



② 市町村向け公益通報担当者研修会

・市町村では公益通報の件数が少なく、担当者の経験値向上が困難
・担当者は業務の性質上、単独で業務にあたることもあり、相応の知識が必要
・研修会を県主催で実施し、市町村をフォローすることとした

開催の経緯

・制度の概要説明は、消費者庁新未来創造戦略本部に依頼
・窓口担当者としての実務的な研修は、公益通報者保護制度を専門とする
外部講師に依頼（関東地方の大学教授）
・研修会後半は、参加者全員によるグループワークを実施

開催の概要

・県内市町村の内部・外部の窓口担当者の多くが研修会へ参加
・公益通報のノウハウを持つ市町村職員を多く育成
・人事異動等も考慮し、毎年、研修会を実施する方針
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グループワークを活用

※研修会の様子（R4.8.8開催）

出典：「地方公共団体における公益通報者保護制度に関する説明会（令和４年３月29日）」徳島県作成資料（一部改）

徳島県の取組（地方公共団体向け）



③ 職員向け e-ラーニングの実施

・市町村だけでなく、県においても実効性の確保が課題
・外部通報を受ける自治体（＝県）は、各担当課誰もが公益通報を受ける可能性
・県のe-ラーニングシステムを利用して、全職員へ制度周知

実施の経緯

・研修資料は「作成：徳島県」、「協力：消費者庁新未来創造戦略本部」
・制度概要と改正法施行後（R4.6.1～）の変更点を中心に解説
・職員各自の業務用PCから受講

実施の概要

・令和4年度は対象職員の「93.7％」が期間内に研修を受講
・職員の意識向上のため、毎年e-ラーニングを実施する方針
・e-ラーニング資料はデータで市町村へ送付し、活用を依頼

14出典：「地方公共団体における公益通報者保護制度に関する説明会（令和４年３月29日）」徳島県作成資料（一部改）

徳島県の取組（地方公共団体向け）



①改正法を含めた法の周知
②窓口設置及び運営の支援
③会員企業以外の窓口設置支援
④研修動画作成による実効性強化

①公益通報者保護制度推進員の創設
②｢内部通報制度設置推進パッケージ｣作成
③事業者への研修会 等

企業の実情を熟知する経済団体が事業を
担うことで、中小企業を含む県内事業者の
内部通報窓口の設置が大きく進んだ。

県内事業者における内部通報窓口の設置に向けて

■実態調査や訪問調査に
よる情報収集、分析
■研修会、出前講座に
よる制度の周知
■未設置事業者に対し、
窓口設置のための
必要な支援

①公益通報者保護
制度推進員

②内部通報制度設置
推進パッケージ

事業者向けの
内部規程例

平成30年度以降（令和5年度も実施）平成29年度 【９月補正予算15,000千円】

社員研修用
資料

周知用
パンフレット

③事業者への研修会

①経済団体内に共通の
通報・相談窓口開設
②さらなる制度の周知
③会員企業への
窓口設置支援

経済団体

効
果

公益通報者保護制度推進員と連携し
■事業者向け研修会
■出前講座などを行う

多くの県内事業者を会員に持つ経済団体等に
業務委託して事業を実施
（R5は徳島県経営者協会に業務委託）

④ 県内事業者における内部通報窓口の設置

事
業
の

進
め
方

・事業者が窓口設置をしやすいように「公益通報者保護制度推進員」が、ハラスメントに関する
規定も盛り込んだコンプライアンス内部規程例を作成し、内部通報窓口の設置を後押し
・事業を受託した経済団体内に「共通の通報・相談窓口」を開設
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徳島県の取組（事業者・一般向け）

出典：「地方公共団体における公益通報者保護制度に関する説明会（令和４年３月29日）」徳島県作成資料（一部改）



・地方公共団体における対象法令の把握
・法令所管課に外部通報担当課としての自覚を持たせる
・通報のたらい回しの防止

・通報対象となる全ての法律に対し、通報先を独自で調査、
記載している
・内部資料として活用
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消費者庁WEBサイト掲載の「通報対象となる法律一覧」をもとにした一覧表の例

① 通報先となる法令所管課の一覧表

一覧表の内容

徳島市の取組（内部職員向け）



③地方公共団体等における取組事例
◆公益通報受付票の例



通報受付票の例
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・通報受付時の確認事項チェックリストとして機能 → 聞き忘れ、伝え忘れを防ぐ
・通報から対応結果までの情報を一元管理

期待される効果

項目(例)

・通報者の属性、被通報者との関係性
・通報者の希望すること （対応、結果通知の希望など）
・説明すべき事項のチェック
・通報対象事実関係
・対応結果

※ 別紙「公益通報受付票」をご参照ください。
【出典】
「2022年義務化対応 内部通報・行政通報の実務 ～公益通報体制整備のノウハウとポイント～」
日野勝吾(2022年) ダウンロード特典



③地方公共団体等における取組事例
◆周知の事例

※ 事例として紹介している取組事例は、あくまでも公開資料から確認したものに
留まり、何ら具体的対応の是非等を保証するものではありません。



※再掲 (参考）通報・相談窓口の設置・運用の流れ

１．通報・相談担当課の決定

４．職員への周知・広報

３．通報受付体制の整備

２．内部規程の制定

20

５．住民・事業者・労働者への周知・広報
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地方公共団体における周知の事例

◆通報対象の法律と担当課のリストを掲載している例
・神戸市 【対象法律所管課一覧】 https://www.city.kobe.lg.jp/a79826/shise/kocho/publicreport.html

◆県内市町村の公益通報窓口のリストを掲載している例
・神奈川県 【市町村の窓口】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370228/p440488.html

出典：神奈川県ホームページ
くらし安全部消費生活課
「神奈川県の公益通報窓口(市町村の窓口)」

出典：神戸市ホームページ
行財政局行政管理課
「公益通報制度」

https://www.city.kobe.lg.jp/a79826/shies/kocho/publicreport.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370228/p440488.html
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地方公共団体における周知の事例

◆通報対応手順について明らかにしている例
・大阪市 【対応に関するQA】 https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000011524.html

出典：大阪市ホームページ
総務局監察部監察課
「大阪市の公益通報制度」

https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000011524.html
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地方公共団体における周知の事例

◆通報窓口の運営状況の開示
横浜市 【不正防止内部通報制度運営状況】
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/compliance/naibutuhouneijoukyou.html

出典：横浜市ホームページ
コンプライアンス推進課「不正防止内部通報制度」

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/compliance/naibutuhouneijoukyou.html


公益通報者保護制度の運用についてお困りのことがあれば

０３－３５０７－９２６２
●受付時間
平日9:30～12:30、13:30～17:30 (土日祝日及び年末年始除く)
●「法令やガイドラインの解釈で不明な点がある」
●「住民が誤って当自治体に通報してきた案件について、適切な教示先を知りたい」
などの相談にお答えしています。

※個別案件に関する相談は受け付けていません。

消費者庁新未来創造戦略本部

Mail g.koueki_setsumeikai@caa.go.jp
TEL ０８８－６００－００００

●消費者庁新未来創造戦略本部では、
公益通報窓口の設置、体制整備の支援に取り組んでいます。
地方公共団体における体制整備、担当者の研修等についてご相談ください。

≪参考≫公益通報者保護制度ウェブサイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

公益通報者保護制度相談ダイヤル（一元的相談窓口）
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mailto:g.koueki_setsumeikai@caa.go.jp
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/


担当者お役立ちサイト

●公益通報者保護制度の逐条解説
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/index.html

●制度の説明動画
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/movie/

●Q＆A集
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/

●地方公共団体向けガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#04-02
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https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/movie/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#04-02


ご清聴ありがとうございました
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